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参考資料５－２－13 平成 31年度 国立劇場舞台照明用電球の供給仕様書 

 

仕様書 

 

１. 件名 

平成 31年度 国立劇場舞台照明用電球の供給 

 

２. 調達の目的 

公演事業で使用する舞台照明用電球の安定供給を図るため。 

 

３. 調達物品の内容 

 種類 年間予定数 単位 

１ ＧＳＲ－１５－３０Ｌ７ＤＫＮ １００Ｖ１５００Ｗ 80 個 

２ ＧＳＲ－１０－３０Ｌ７ＤＫＮ １００Ｖ１０００Ｗ 20 個 

３ ＧＳＲ－１５－３２Ｌ７ＤＫＮ １００Ｖ１５００Ｗ 70 個 

４ ＧＳＲ－１０－３２Ｌ７ＤＫＮ １００Ｖ１０００Ｗ 10 個 

５ ＪＣＶ１００Ｖ７５０Ｗ Ｃ／ＷＲ 

(ＪＣＳ１００Ｖ７５０Ｗ Ｃ／Ｗ) 

30 個 

６ ＪＰ１００Ｖ１０００Ｗ Ｇ－Ｄ 20 個 

７ ＪＰＤ１００Ｖ５００Ｗ ＢＴ／Ｇ 

(ＪＣＤ１００Ｖ５００Ｗ ＢＴ) 

30 個 

８ ＪＰ１００Ｖ１０００Ｗ Ｂ／ＢＰ 25 個 

９ ＪＰ１００Ｖ１０００Ｗ Ｃ／ＶＮ／Ｓ６／Ｅ ５ 個 

１０ ＪＰ１００Ｖ１０００Ｗ Ｃ／Ｎ／Ｓ６／Ｅ 10 個 

１１ ＪＰ１００Ｖ１０００Ｗ Ｃ／Ｍ／Ｓ６／Ｅ 10 個 

１２ ＪＰ１００Ｖ５００Ｗ Ｃ／ＶＮ／Ｓ６／Ｅ ５ 個 

１３ ＪＰ１００Ｖ５００Ｗ Ｃ／Ｎ／Ｓ６／Ｅ ５ 個 

１４ ＪＰ１００Ｖ５００Ｗ Ｃ／Ｍ／Ｓ６／Ｅ ５ 個 

１５ ＪＰ１００Ｖ５００Ｗ Ｃ／Ｎ／Ｓ３／Ｓ 20 個 

１６ ＪＰ１００Ｖ５００Ｗ Ｃ／Ｗ／Ｓ３／Ｓ ５ 個 

１７ ＪＣＳ１００Ｖ７５０Ｗ ＣＰ 30 個 

１８ ＪＣＳ１００Ｖ５７５Ｗ ＣＰ 20 個 

１９ ＪＣＤ１００Ｖ３００Ｗ Ｃ／Ｔ 20 個 

２０ ＪＰ２４Ｖ２５０Ｗ Ｓ／Ｇ 20 個 

２１ ＪＣ２４Ｖ２５０Ｗ ５ 個 

２２ ＪＣＤ１００Ｖ１０００Ｗ Ｃ／ＥＭ ５ 個 

２３ ＪＣＤ１００Ｖ１０００Ｗ Ｃ ５ 個 

２４ ＡＬ－ＪＰ１００Ｖ７５０Ｗ Ｃ ５ 個 

２５ ＡＬ－ＪＰ１００Ｖ７５０Ｗ ＢＦ ５ 個 

２６ Ｊ １００Ｖ５００Ｗ クリア ５ 個 

２７ Ｊ １００Ｖ５００Ｗ フロスト 20 個 

２８ Ｊ １００Ｖ３００Ｗ フロスト 20 個 

２９ ＪＤ １１０Ｖ８５Ｗ ＮＰ／Ｅ 10 個 

３０ ＪＤ １００Ｖ８５Ｗ ＮＰ／Ｅ 30 個 

３１ ＪＤ１１０Ｖ６５Ｗ ＮＰ／Ｅ 20 個 

３２ ＪＤ１００Ｖ６０Ｗ／Ｐ／ＭＤ 松村製 10 個 

３３ ＪＣＶ１００Ｖ２００ＷＧＳ 20 個 

３４ ＰＳ１００Ｖ２００Ｗ フロスト 松村製 500 個 

３５ 白熱２０Ｗ ＬＷ Ｅ－２６ 同等品以上 30 個 

３６ 白熱４０Ｗ ＬＷ Ｅ－２６ 同等品以上 30 個 
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３７ 白熱６０Ｗ ＬＷ Ｅ－２６ 同等品以上 60 個 

３８ 白熱１００Ｗ ＬＷ Ｅ－２６ 同等品以上 100 個 

 

  ・３２． ＪＤ１００Ｖ６０Ｗ／Ｐ／ＭＤ 松村製は、国立劇場大劇場の常設器材（花道のフ

ットライト）で使用しているもので、松村電機製作所製の受注生産品である。 

 

  ･３４. ＰＳ１００Ｖ２００Ｗ フロスト 松村製は、国立劇場の常設器材（ボーダーライト）

で使用しているもので、松村電機製作所製の受注生産品である。 

 

４. 納入場所 

独立行政法人日本芸術文化振興会（以下「振興会」という。） 

東京都千代田区隼町４－１ 

国立劇場構内 

 

５. 供給期間 

平成 31年４月１日から平成 32年３月 31日まで 

 

６. 代金の支払 

この物品の代金は、振興会総務企画部経理課より納品完了検査後、請求書が届いた日より 30

日以内に１回に支払うものとする。 

 

７. その他 

（１） この物品の供給者は、文部科学省発注工事請負等契約規則（平成１３年文部科学省訓

令）別記第３号の物品供給契約基準、及び本仕様書に基づき物品を納入する。 

 

 

（２） この物品の供給は、一括納品ではなく、契約期間中、振興会から発注があるごとに指

定された数量を１個から納品するものとする。 

 

（３） この物品の供給者は、発注後７日以内に指定された場所に納品するものとする。（但

し、土日祝日は除く） 

 

（４） 納品は担当部署である振興会国立劇場舞台技術部技術課（以下「技術課」という。）

立会いのもとに行い、技術課の検収をもって完了とする。 

 

（５） 契約は単価で交わし、支払は実際に発注・納品された数量に基づき、その都度行われ

るものとする。 

 

（６） 年間予定数と実際の納品数が異なることがあるが、供給者は数量の変更に伴う異議を

申し立てないものとする。 

 

（７） 以上は概要を示したものであり、詳細及びその他不明点については技術課と協議し、

確認すること。 

 

以上 


